
内部統制システム構築の基本方針 

 

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、内部統制システム構築の基本

方針を定めております。 

 

 

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための

体制 

（1）取締役会は、法令・定款及び取締役会規程に定めた重要事項の決定を行うとともに、取

締役の業務執行について報告を受け、法令及び定款に適合して適正に行われているかを

監視・監督します。 

（2）取締役会は、コンプライアンス・ポリシー（社是、グループ行動基準）を定め、当社グ

ループの全役職員に周知徹底させます。コンプライアンス担当部署は、コンプライアン

スに関する規程、マニュアルを整備し、定期的に社内研修等を行うなど、コンプライア

ンス・ポリシー（社是、グループ行動基準）の当社グループ全役職員への浸透を図りま

す。 

（3）不正行為、違法行為等に関して当社グループの役職員が直接報告・相談できる内部通報

窓口を設置しています。通報窓口責任者が法令又は定款に違反する恐れがあると判断し

た場合には、速やかに監査等委員会に報告します。 

（4）内部監査部門として、当社グループの業務全般を監査する監査室を設置しています。監

査室は内部監査規程に基づいて監査し、監査の結果を代表取締役社長や監査等委員会等

へ報告します。 

（5）財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法等に従い、財務報告に係る内部統制

の整備及び運用を行います。 

（6）反社会的勢力による不当要求に対し組織全体として毅然とした態度で対応し、反社会的

勢力とは取引関係その他の一切の関係を持たない社内体制を整備します。 

 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程及び情報セキュリティ管理規程に

基づき適切かつ確実に保存・管理します。 

 

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

当社グループの経営に重大な損失を与える可能性のある事象について、リスク管理規程に

基づき、リスク管理体制の構築・運用及び当社グループの役職員への啓発・指導を行います。

原則四半期に 1 回リスク管理委員会を開催し、リスクの種類ごとの対応状況を確認すると



ともに、全社的なリスク管理方針を審議します。各部門及び子会社の長は、リスク管理規程

に定めるリスクが発生した場合、速やかにリスク管理担当役員及びリスク管理委員会事務局

に報告し、リスク管理担当役員は、報告を受けた内容を取締役会及び監査等委員会へ報告し

ます。 

 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

取締役会を原則として月 1 回開催するほか必要に応じて随時開催するなど、迅速な意思

決定に努めています。取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規

程、職務権限規程等により責任と権限を明確にして適切に行っています。また、代表取締役

社長の意思決定を補佐するため経営会議を原則として月 2 回開催し、経営に関する重要事

項の審議・決定を効率的に行う体制を整えています。 

 

５．当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

子会社の強化育成、管理業務の円滑化を図るために関係会社管理規程を定めています。子

会社の経営の自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告を求め、重要案件については事

前協議を行います。子会社は、当社のリスク管理規程、コンプライアンス・ポリシー（社是、

グループ行動基準）を共有し、子会社各社における管理体制を構築します。 

 

６．監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及

び使用人の他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する

事項並びに監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に

関する事項 

監査等委員会の職務を補助すべき使用人を１名配置するものとし、その人事異動、組織変

更等については監査等委員会の意見を尊重します。また、当該使用人が補助業務対応のため

の十分な時間を確保できるよう配慮しています。 

 

７．当社及び当社子会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が

監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制、

並びに当該報告をしたものが当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受

けないことを確保するための体制 

（1）取締役及び使用人は、会社に重大な損害を与える事項が発生又は発生する恐れがあると

き、当社グループの役職員による法令違反又は不正行為を発見したとき、その他監査等

委員会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、監査等委員会に報告します。前

記に関わらず監査等委員会はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を

求めることができます。 

（2）子会社の取締役、監査役及び使用人から監査等委員会への報告に関する手続を定め、監



査等委員が必要とする情報を適時適切に提供します。 

（3）当社グループは、監査等委員会へ報告を行った当社グループの役職員に対し、そのこと

を理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの全役職員に周

知徹底します。 

 

８．監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）に

ついて生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる

費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

監査等委員が、その職務の執行に関して生ずる費用の前払又は償還等の請求をしたときは、

当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は

債務を処理します。 

 

９．監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

監査等委員は、経営会議や内部統制委員会等、重要な会議に出席して業務執行状況を把握

するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要文書を閲覧し、必要に応じて取締

役又は使用人に説明を求めることができます。また、監査室及び会計監査人と定期的に情報

交換を行い、業務執行及び財務上の問題点につき協議します。 

 


